
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ひまわりクラブ利用料等管理システム 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 ひまわりクラブの利用料算定に関する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 家族関

係、６ 課税状況、７ 口座番号 

記録範囲 ひまわりクラブ利用者及びその保護者 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 新潟市社会福祉協議会 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部こども政策課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市結婚新生活支援補助金受理簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
新婚世帯の住宅の取得・賃貸引越にかかる費用を一部補助す

るため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 生年月日、４ 所得・収入、５ 

口座番号 

記録範囲 
新潟市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書を提出

した者 

記録情報の収集方法 本人及び配偶者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部こども政策課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１，０００人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市結婚パスポート申請データ 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
新婚または結婚予定のカップル等に結パスポートの発行事務

を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 住所、３ 生年月日、４ 電話番号、５ 性

別、６ 運転免許証番号、７ 保険証番号、８ 顔写真 

記録範囲 結婚応援結パスポート利用申請を行った者 

記録情報の収集方法 本人及び配偶者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部こども政策課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考  

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 こども医療費助成台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 こども医療費助成に関する事務のため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係、８ 識別番号等加入保険状

況、９ 口座番号等 

記録範囲 本人及びその家族、医療機関、国保連合会、健康保険組合 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 
加工できる箇所が極めて限定的であり、かつ、提案の事業対

象とすることで非効率な行政運営になる 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等医療費助成事業台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり親家庭等医療費助成事業に関する事務を行うため 

記録項目 

１．氏名、２.性別、３．生年月日、４．年齢、５．住所、

６．電話番号、７．家族関係、８．婚姻歴、９．識別番号

等、10．ひとり親になった経緯、11．児童の状況、12．監護

の状況、13．職業、14．障がいの有無、15．加入保険、16.

医療費、17．所得・収入、18．課税・納税状況、19．口座番

号等、20．相談 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 
加工できる箇所が極めて限定的であり、かつ、提案の事業対

象とすることで非効率な行政運営になる 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等日常生活支援事業台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり親家庭等日常生活支援事業に関する事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号、７ 家族関係、８ 職業、９ 健康状態、10 所得・収

入 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部こども政策課 

（所在地）〒951-8550  

     新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高等職業訓練促進給付金台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 高等職業訓練促進給付金に関する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号、６ 職業、７ 資格、８ 勤務証明書 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部こども政策課 

（所在地）〒951-8550  

     新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童手当台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当の事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係、８ 識別番号等、９ 職業、

10 所得・収入、11 口座番号等 

記録範囲 本人及びその養育する児童 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 
加工できる箇所が極めて限定的であり、かつ、提案の事業対

象とすることで非効率な行政運営になる 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当事業台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当に関する事務を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 本籍・国籍、８ 家族関係、９ 婚姻

歴、10 識別番号等、11 ひとり親になった経緯、12 児童

の状況、13 監護の状況、14 職業、15 障がいの有無、16 

所得・収入、17 口座番号等、18 手当の支払い状況、19 

返納金滞納額、20 相談 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 
加工できる箇所が極めて限定的であり、かつ、提案の事業対

象とすることで非効率な行政運営になる 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自立支援教育訓練給付金台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援教育訓練給付金の対象者管理等を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号、６ 職業、７ 資格、８ 勤務証明書 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 特定者用定期乗車券購入証明書交付事業台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定者用定期乗車券購入証明書交付事業に関する事務を行う

ため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 妊産婦医療費助成台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 妊産婦医療費助成に関する事務のため 

記録項目 

１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号、６ 家族関係、７ 識別番号等、８ 加入保険状況、９ 

分娩予定日、10 所得・収入、11 課税・納税状況、12 口

座番号等 

記録範囲 本人及びその家族、医療機関、国保連合会、健康保険組合 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 
加工できる箇所が極めて限定的であり、かつ、提案の事業対

象とすることで非効率な行政運営になる 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 母子向住宅入退去事務台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 母子向住宅入退去事務に関する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号、６ 家族関係、７ 職業、８ 所得・収入 

記録範囲 申込者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部こども政策課 

（所在地）〒951-8550  

     新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 母子父子寡婦福祉資金貸付事業に関する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号、６ 本籍・国籍、７ 所得・収入 

記録範囲 申請者、連帯借主、連帯保証人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

お住まいの区の区役所健康福祉課に請求することとなりま

す。  

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 



 

 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 母子父子自立支援プログラム策定事業台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 母子父子自立支援プログラム策定事業に関する事務のため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 本籍・国籍、８ 家族関係、９ 婚姻

歴、10 職業、11 学歴、12 資格、13 健康状態、14 所

得・収入、15 公的扶助、16 相談 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部こども政策課 

（所在地）〒951-8550  

     新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 養育費履行確保事業台帳 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども政策課 

個人情報ファイルの利用目的 養育費履行確保事業に関する事務のため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 電話番号、５ 家

族関係、６ 婚姻歴、７ 口座番号等 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部こども政策課 

（所在地）〒951-8550  

     新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子育て支援訪問事業申請者ファイル 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部こども家庭課 

個人情報ファイルの利用目的 
子育て支援訪問事業に係る育児用品等の配布に関する事務の

ため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及びその家族からの申請及び同意による庁内からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部こども家庭課 

（所在地）〒950-8550  

     新潟市中央区学校町通１－６０２－１ 

（名称）新潟市北区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-3393 新潟市北区東栄町1-1-14 

（名称）新潟市東区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-8709 新潟市東区下木戸1-4-1 

（名称）新潟市中央区役所健康福祉課 

（所在地）〒951-8553 新潟市西堀通6番町866 

（名称）新潟市江南区役所健康福祉課 

（所在地）〒950-0195 新潟市江南区泉町3-4-5 

（名称）新潟市秋葉区健康福祉課 



 

 

（所在地）〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009 

（名称）新潟市南区健康福祉課 

（所在地）〒950-1292 新潟市南区白根1235 

（名称）新潟市西区健康福祉課 

（所在地）〒950-2097 新潟市西区寺尾東3-14-41 

（名称）新潟市西蒲区健康福祉課 

（所在地）〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概要 - 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

- 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 















































































 
 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

  

   

 

 
          

      

   



 
 

 

    
  

    
     

 
      

  

   

   

 
  

 
  

          

 











 
 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

  

  

 

 
          

      

   



 
 

 

    
  

    
     

 
      

  

   

   

 
  

 
  

          

 



 
 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

  

  

  

   

 

 
          

      

   



 
 

 

    
  

    
     

 
      

  

   

   

 
  

 
  

          

 



 
 

 

 

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

   

 

 
          

      

   



 
 

 

    
  

    
     

 
      

  

   

   

 
  

 
  

          

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童保護措置費（里親）支弁業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童を措置委託している里親に対し、措置費を支弁するため

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４口座情報 

記録範囲 里親登録者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童保護措置費負担金徴収業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童養護施設等に入所している児童の保護者または障がい者

本人に対して、措置費の負担を求めるため 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号、４家族関係、５口座情報 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 措置医療費支払業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 措置している児童が受診した際の医療費を支弁するため 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日、４識別番号等、５傷病名、６

治療内容 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 社会保険診療報酬支払基金 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童福祉施設等費用徴収認定業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童福祉施設に入所する児童の属する家族の課税状況を調査

し、費用徴収の基礎資料とするため 

記録項目 

1氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５続柄、６家族

関係、７婚姻歴、８障がいの有無、９課税状況、１０公的扶

助 等 

記録範囲 本人、家族（扶養義務者） 

記録情報の収集方法 本人、市区町村税務課 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 施設入所待機者名簿 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 障がい児施設等に入所を希望する児童を把握するため 

記録項目 

1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６続

柄、７家族関係、８健康状態、９障がいの有無、９傷病名、

１０病歴、１１検査結果、１２治療内容 １３相談 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人、親族 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 施設支援業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童福祉施設入所児童の生活状況を確認し、援助方針の参考

とするため 

記録項目 

1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６続

柄、７家族関係、８健康状態、９障がいの有無、９傷病名、

１０病歴、１１検査結果、１２治療内容 １３相談 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人、施設職員 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 里親認定業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
里親希望者を調査し、適格者については、社会福祉審議会に

進達するため 

記録項目 

1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６続

柄、７家族関係、８婚姻歴、９職業、10職歴、１１学歴、１

２資格、１３賞罰、１４健康状態、１５障がいの有無、１６

傷病名、１７所得、１８収入・資産 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 要保護児童対策地域協議会業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 実務者会議に参加し、児童虐待対応について助言するため 

記録項目 
1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６続

柄、７家族関係、８健康状態 ９相談 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人、民生委員、教員、保健福祉担当職員等 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童福祉施設入所措置事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童福祉施設に入所が必要な児童の手続きを行うため 

記録項目 

1氏名、２性別、２生年月日、４住所、５電話番号、６続

柄、７家族関係、８健康状態、９障がいの有無、９傷病名、

１０病歴、１１検査結果、１２治療内容 １３相談 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人、親族 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童虐待相談業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童虐待の発生予防・通告相談対応・調査等を行うため 

記録項目 

1氏名、２性別、２生年月日、４住所、５電話番号、６続

柄、７家族関係、８婚姻歴、９職業、１０健康状態、１１障

がいの有無、１２傷病名、１３病歴、１４検査結果 １５相

談 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人、通告者、親族、学校、保健福祉医療機関、警察等 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 情報公開請求に対応できないため 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 支援検討専門会議に関する業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所家庭支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

児童虐待事例に対する適切な対応を図るため医師・弁護士か

ら専門的助言を得ながら多角的な視野で処遇を検討するため

ため 

記録項目 
1氏名、２性別、３住所、４電話番号、５職業、６職歴、７

資格、８所属団体 等 

記録範囲 会議構成員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童票の作成及び管理 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
相談を受理した児童について適切なアセスメントや援助方針

の作成及び援助を行うために作成し、管理・保管するため 

記録項目 １氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５記録 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人、相談者、親族、学校、保健福祉医療機関、警察等 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 情報公開請求に対応できないため 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 相談受理事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 

児童に関する問題について家庭その他から相談があり、児童

相談所の業務として取り扱うと判断したものについて、受理

簿に登載し、管理するため 

記録項目 １氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５記録 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人、相談者、親族、学校、保健福祉医療機関、警察等 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 情報公開請求に対応できないため 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 電話相談記録 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
児童に関する問題について、本人その他から電話による相談

があった場合、相談内容等を記録し、情報の共有を図るため

記録項目 １氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５相談記録 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外の相談者 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 情報公開請求に対応できないため 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 判定事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
相談のあった事例の総合的理解をはかるため、社会診断、心

理診断、医学診断をもとに行う総合診断をするため 

記録項目 １各診断所見 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人、親族、医療機関 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育園・学校照会 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
相談援助を考えるための資料として、子どもや保護者などに

関しての客観的な情報を収集するため 

記録項目 １氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５所属機関名 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 保育園、学校 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 療育手帳交付事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
知的障がい児者に対して、各種福祉サービスを受けやすくす

るため、療育手帳を交付するため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４住所、５家族関係、６職

業・職歴、７学歴、８障がいの有無 ９傷病名、10病歴、11

障がい程度 

記録範囲 本人及びその家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 情報公開請求に対応できないため 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童ふれあいボランティア事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 

ひきこもり等の児童に対して、児童の兄または姉に相当する

世代で児童福祉に熱意と情熱を有する大学生等を活用し、当

該児童等のふれあいをとおして児童の福祉の向上を図るため

記録項目 
１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号 ５学歴 ６資格

７所属団体 

記録範囲 ふれあいボランティア本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 一時保護業務記録 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
毎日の入所児童数や動向、児童の行動観察および生活指導の

状況を記録するため 

記録項目 

1氏名、２性別、３生年月日、４健康状態、５障がいの有

無、６傷病名、７病歴、８検査結果、９治療内容 １０趣

味・嗜好 等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 夜間・休日電話相談業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
夜間・休日における電話連絡や相談内容を記載して報告する

ため 

記録項目 
1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６健康

状態、７障がいの有無、８傷病名、９病歴 １０相談 等 

記録範囲 本人、家族及び相談者 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外の相談者 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 一時保護所見記録 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 
一時保護中の生活指導や学習指導および心理・行動観察・健

康観察の結果を記録するため 

記録項目 

1氏名、２性別、３生年月日、４健康状態、５障がいの有

無、６傷病名、７病歴、８検査結果、９治療内容、１０趣

味・嗜好 等 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 入所児童の健康管理業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 入所時および入所中の健康状況・通院状況を把握するため 

記録項目 
1氏名、２性別、３生年月日、４健康状態、５障がいの有

無、６傷病名、７病歴、８検査結果、９治療内容 等 

記録範囲 本人、家族 

記録情報の収集方法 本人、家族 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ボランティア受け入れ業務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 ボランティア希望者を受け入れるため 

記録項目 
1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５所属団体、６趣

味・嗜好 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 事故・無断外出報告 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 入所児の事故や無断外出が発生した時に報告するため 

記録項目 1氏名、２性別、３生年月日、４住所 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 身柄引き取り 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

児童相談所こども相談課 

個人情報ファイルの利用目的 家出少年等の家庭引取りのため 

記録項目 1氏名、２性別、３生年月日、４住所、５家族関係 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人、家族 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市こども未来部児童相談所 

〒951-8133 新潟市中央区川岸町1丁目57番地1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－ 



個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 非該当 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が１０００人未満 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 障がい児保育事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
障がい児保育を実施する私立特定教育・保育施設に対し補助

金を交付するための基とする 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５児童の実

態 

記録範囲 

私立特定教育・保育施設において障がいを有すると思われる

児童 

 

記録情報の収集方法 保育施設からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 処遇改善等加算に係る加算率認定申請の取りまとめ 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
私立特定教育・保育施設職員１人当りの平均勤務年数に応じ

保育園運営費に加算 

記録項目 １ 氏名 

記録範囲 私立特定教育・保育施設職員 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育料収納事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 収納の効率化 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号、４ 口座番号 

記録範囲 依頼者（保護者）及び児童 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部保育課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 私立幼稚園すこやか補助金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
私立幼稚園や認定こども園における幼児教育を充実させ、幼

児のすこやかな成長を支援すること。 

記録項目 １ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢 

記録範囲 私立幼稚園や認定こども園に在籍する教職員及び障がい児 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 教育・保育給付認定（1号） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
子ども・子育て支援新制度において、未就学児が幼稚園や認

定こども園を利用する際の認定を行うこと。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係 

記録範囲 申請者およびその世帯員 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 教育・保育給付認定（2号・3号） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
子ども・子育て支援新制度において、未就学児が保育園・認

定こども園・地域型保育事業を利用する際の認定を行うこと 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係、８ 所得状況 

記録範囲 申請者およびその世帯員 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 ― 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 民間保育所等未満児保育事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 1歳児の保育士配置を国基準以上とするため 

記録項目 １ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 前歴 

記録範囲 私立特定教育・保育施設職員 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 一時預かり事業補助金交付事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定教育・保育施設における一時的な預かり実施に要する経

費について、補助金を交付する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係 

記録範囲 一時預かりを利用する児童、家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
紙管理のファイルで加工可能な状態とするために多大な作業

を要する。 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 実費徴収に係る補足給付事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
生活保護世帯等の児童について、日用品等の購入、行事参加

費といった実費徴収分の補助を行うもの。 

記録項目 １氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 家族関係 

記録範囲 事業対象者として申請のあった者、同意書の提出があった者 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
紙管理のファイルで加工可能な状態とするために多大な作業

を要する。 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 施設等利用給付認定及び給付事務（新1･2･3号） 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
子ども・子育て支援新制度において、未就学児が子ども・子

育て支援施設を利用する際の認定及び給付を行う。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係 

記録範囲 申請者及びその家族 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
紙管理のファイルで加工可能な状態とするために多大な作業

を要する。 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 教育保育施設の認可・確認事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 認可・確認申請における職員配置基準を確認するため。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日 

記録範囲 私立特定教育・保育施設職員 

記録情報の収集方法 施設から提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 業務管理体制の整備に関する事項の届出事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 法令遵守責任者を確認するため。 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日 

記録範囲 法令遵守責任者 

記録情報の収集方法 法人から提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満のため 

 

  



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 乳児等通園制度 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保運営課 

個人情報ファイルの利用目的 
乳児等通園制度を実施する私立特定教育・保育施設に対し補

助金を交付するための基とする 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５児童の実

態 

記録範囲 乳児等通園制度を利用した児童 

記録情報の収集方法 保育施設からの提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保運営課 

（所在地）〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通6番町 

866番地（NEXT21 17階） 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 認可外保育施設補助金交付事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
認可外保育施設に入所している児童の処遇の向上を図るた

め、補助金を交付する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号 

記録範囲 入所している児童及び家族，施設の職員 

記録情報の収集方法 施設から提供 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
紙管理のファイルで加工可能な状態とするために多大な作業

を要する。 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 病児・病後児保育事業 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
利用する児童の病状を的確に把握し，病状に応じた保育をす

るため 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係 

記録範囲 病児・病後児保育を利用する児童及び保護者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
紙管理のファイルで加工可能な状態とするために多大な作業

を要する。 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療的ケア児の入園に係る相談 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
医療的ケア児の入園相談を受けて、入園についての調整、支

援をおこなう。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係 

記録範囲 対象児とその家族 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満のため 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 健診・講演会支払い事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
保育園の眼科医・耳鼻科医、講演会の講師への支払いをする

もの 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号 

記録範囲 健診医、講演会講師 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満のため 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 エピペンを処方されている園児調査 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
エピペンを処方されている園児を把握し、消防局へ情報提供

するもの 

記録項目 １ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢 

記録範囲 本人 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満のため 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 私立保育園等アレルギー調理対応加算 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

食物アレルギー食調理を安全に行うため，その作業時間を選

任で従事する体制を構築する。一日2時間分，私立保育園等

に対し人件費を助成する。 

記録項目 １ 氏名、２ 職種、３ 勤務体系 

記録範囲 私立特定教育・保育施設職員 

記録情報の収集方法 本人以外 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 保育士宿舎借り上げ支援事業補助金に関する事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 生年月日 

記録範囲 補助対象保育士 

記録情報の収集方法 補助申請者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 地域子育て支援センター運営に係る事務 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

地域子育て支援センターで相談、支援を行うため。また、感

染症が発生したときに備え,来館者に個人情報提供を依頼す

るもの。 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 電話番

号 

記録範囲 利用者親子 

記録情報の収集方法 本人及び本人以外 

要配慮個人情報 含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 
紙管理のファイルで加工可能な状態とするために多大な作業

を要する。 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育教諭確保のための資格等取得支援事業補助金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
保育教諭確保のための資格等取得支援事業補助金に関する事

務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日 

記録範囲 補助対象保育士 

記録情報の収集方法 補助申請者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 会計年度任用職員採用 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 市立保育園・こども園の会計年度任用職員採用のため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号 

記録範囲 市立保育園・こども園受験者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 ― 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考  



 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
市立保育園・こども園の園児が保育中の事故により受診した

際の傷害保険に関する事務を行うため。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 年齢、５ 住所、

６ 電話番号、７ 家族関係 

記録範囲 
市立保育園・こども園において保育中の事故により受診した

園児及びその保護者 

記録情報の収集方法 園児保護者及び保育施設からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 



 

 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育士試験による資格取得支援事業補助金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
保育士試験による資格取得支援事業補助金に関する事務を行

うため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所 

記録範囲 補助対象保育士 

記録情報の収集方法 補助申請者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 保育補助者雇上強化事業助金 

行政機関等の名称 新潟市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

こども未来部幼保支援課 

個人情報ファイルの利用目的 保育補助者雇上強化事業補助金に関する事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 電話番号 

記録範囲 補助対象保育士 

記録情報の収集方法 補助申請者からの提供 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名称）新潟市こども未来部幼保支援課 

（所在地）〒951-8550 新潟県新潟市中央区学校町通1番町

602番地1 

 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 
□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 



 

 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

― 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 

 


